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１ 「電子申請システム」にアクセス  

 

電子申請を行うには「四日市市電子申請システム」にアクセスする必要があります。以下のいずれか

の方法でアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 以下の外部リンクをクリックする。 

  →四日市市電子申請システム（外部リンク） 

 

Ｂ 「電子申請のご案内」STEP1 の QR コードを読み取る、もしくは URL を入力する。 

 

Ｃ インターネットで「四日市市電子申請システム」と検索し、「四日市市電子申請システ

ム-TKC 行政 ASP」を選択する。 

 

Ｄ 教育委員会 HP「四日市市の学校給食について」から「四日市市電子申請システム」を

選択する。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/242021/ea/residents/portal/home
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１ 「電子申請システム」にアクセス 

（１）  はじめて利用する方（利用者登録）  

 

 電子申請システムをはじめて利用される方は、利用者登録（新規登録）が必要です。 

  

 

 

 

① ホーム画面から、右上の「新規登録」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既に利用者登録（新規登録）がお済みの方は、ログイン（p.11）してください。 
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② 下記の画面から、下へスクロールし「個人として登録する」を選択してください。         
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③ 「利用規約に同意します」にチェックを入れ、「利用者の登録を開始する」を選択してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 
❷ 
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④ 「メールアドレス」を 2 箇所に入力し、「登録する」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 

 

❸ 

 

四日市市アカウント（y******@yokkaichi.ed.jp）のメールアドレスもご使用いただけます。 

※電子申請システムは、本市の他の行政サービスで使用することがあります。 
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⑤ 確認画面が表示されます。問題がなければ「OK」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ④で入力したメールアドレスに、「e-shinsei@city.yokkaichi.mie.jp」から、認証コードを記載 

したメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e-shinsei@city.yokkaichi.mie.jp
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⑦ 下記の画面から、⑥で届いた「認証コード」を入力し、「認証コードを確認する」を選択してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 
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⑧ 画面に沿って「利用者情報」を入力し、「入力内容を確認する」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 

 

❸ 

 ❹ 

 

❺ 

 ❻ 

 

❽ 

 

❼ 

 

❾ 

 ❿ 

 

⓫ 

 

⓬ 

 ⓭ 

 ⓮ 

 

⓯ 

 

⓰ 

 

⓱ 
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⑨ 入力内容の確認画面が表示されます。問題がなければ「登録する」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 確認画面が表示されるため「OK」を選択してください。 
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⑪ 以上で利用者登録は完了です。（ログインした状態となります）「ホームに戻る」を選択してく 

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて「学校給食申込書」「学校給食変更届」の申請に進みます。申請内容に応じて、以下のいずれ

かの申請を行ってください。 

 

 

 

 

Ａ 給食提供の申請を行う場合 

   →「学校給食申込書」の申請（p.13） 

 

Ｂ 給食提供の停止・終了・再開、勤務先・送付先の変更等を行う場合 

   →「学校給食変更届」の申請（p.20） 
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２ 「電子申請システム」にアクセス 

（２）  利用者登録がお済みの方（ログイン）  

 

 既に電子申請システムを利用しており、利用者登録（新規登録）がお済みの方は、ログインします。  

 

 

 

① ホーム画面から、右上の「ログイン」を選択してください。 
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② 「利用者 ID（メールアドレス）」「パスワード」を入力し、「ログイン」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて「学校給食申込書」「学校給食変更届」の申請に進みます。申請内容に応じて、以下のいずれ

かの申請を行ってください。 

 

 

 

❶ 

 

❷ 

 

・利用者 ID（メールアドレス）を忘れた場合は、再度、利用者登録を行ってください。 

・パスワードを忘れた場合は、上記の「パスワードを忘れた方はこちら」を選択し、パスワー

ドの再設定を行ってください。 

❸ 

 

Ａ 給食提供の申請を行う場合 

   →「学校給食申込書」の申請（p.13） 

 

Ｂ 給食提供の停止・終了・再開、勤務先・送付先の変更等を行う場合 

   →「学校給食変更届」の申請（p.20） 
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２ 申込書／変更届の申請  

（１）  「学校給食申込書」の申請  

 

 給食提供の申請を行う場合は、「学校給食申込書」の申請が必要となります。以下のいずれかの方法

で申請フォームにアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 以下の外部リンクをクリックする。 

  →「学校給食申込書（その他喫食者用）」申請フォーム（外部リンク） 

 

Ｂ 「電子申請のご案内」STEP2 ○A  の QR コードを読み取る。 

 

Ｃ ホーム画面の「申請できる手続き一覧」から「事業者向け手続き」を選択し、一覧から

「学校給食申込書（その他喫食者用）」を選択する。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/242021/ea/residents/procedures/apply/db3d3bf7-98e9-41ea-9924-b9193054ee2c/start
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① 下記の画面から、下へスクロールし「次へ進む」を選択してください。 
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② 「申請先」を選択し、「次へ進む」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 
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③ 画面に沿って、申請者の情報を入力し、「次へ進む」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 

 ❸ 

 

❹ 

 ❺ 

 

❻ 

 

❼ 

 

❽ 

 

❾ 

 ❿ 

 

⓬ 

 

⓭ 

 ⓮ 

 ⓯ 

 

⓫ 
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④ 画面に沿って、喫食情報を入力し、「次へ進む」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 1 週間当たりの喫食回数 

 Ａ 週 3 回以上の場合→「3 回以上」を選択してください。 

 Ｂ 週 2 回以下の場合→「2 回以下」を選択し、小学校の場合は「喫食曜日」を選択してください。 

Ⅱ 複数校勤務の有無 

 Ａ 主たる勤務先でのみ喫食する場合→「主たる勤務先でのみ喫食」を選択してください。 

 Ｂ 複数校で喫食する場合→「複数校で喫食」を選択し、各曜日の「勤務先」を選択してください。 

❶ 

 

❸ 

 

❷ 

 

❹ 
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⑤ 入力内容の確認画面が表示されます。問題がなければ「申請する」を選択してください。 
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⑥ 確認画面が表示されるため「OK」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 以上で「学校給食申込書」の申請は完了です。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お問い合わせの際に「申込番号」を確認させていただくことがあります。 

・「申込番号」等の申請内容を照会する場合や、申請の修正・取り下げを行う場合は、申請履

歴の確認・申請の取り下げ（p.27）をご確認ください。 
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２ 申込書／変更届の申請 

（２）  「学校給食変更届」の申請  

 

 長期欠席等により給食の提供を停止・終了・再開する場合や、異動・転居等により勤務先・送付先を

変更する場合は、「学校給食変更届」の申請が必要となります。以下のいずれかの方法で申請フォーム

にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 以下の外部リンクをクリックする。 

  →「学校給食変更届（その他喫食者用）」申請フォーム（外部リンク） 

 

Ｂ 「電子申請のご案内」STEP2 ○B  の QR コードを読み取る。 

 

Ｃ ホーム画面の「申請できる手続き一覧」から「事業者向け手続き」を選択し、一覧から

「学校給食変更届（その他喫食者用）」を選択する。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/242021/ea/residents/procedures/apply/fd4d87d5-4c0a-436f-899f-91e9497634d2/start
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① 下記の画面から、下へスクロールし「次へ進む」を選択してください。 
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② 「申請先」を選択し、「次へ進む」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 

❷ 

 

 異動の場合は、異動前の学校を選択してください。 
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③ 画面に沿って、申請者の情報を入力し、「次へ進む」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

 
❷ 

 

❸ 

 
❹ 

 

❺ 

 

❻ 

 

❼ 

 

❾ 

 

⓫ 

 
⓬ 

 

❽ 

 

❿ 
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④ 画面に沿って、「申請事由」を入力し、「次へ進む」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 退職・市外の小中学校へ異動する場合 

→「給食提供の終了」を選択し、「主たる勤務先」を入力してください。 

B 入院等により、長期欠食となる場合 

→「給食提供の停止」を選択し、「主たる勤務先」を入力してください。 

C 停止していた給食提供を再開する場合 

→「給食提供の再開」を選択し、「主たる勤務先」を入力してください。 

D 市内の公立小中学校へ異動する場合 

→「各種変更」＞「勤務先の変更」を選択し、「異動前の学校」「異動先の学校」を入力してく

ださい。 

Ｅ 文書の送付先を変更する場合 

  →「各種変更」＞「文書送付先の変更」を選択し、「文書の送付先」を入力してください。 

❷ 

 

❶ 
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⑤ 入力内容の確認画面が表示されます。問題がなければ「申請する」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 確認画面が表示されるため「OK」を選択してください。 
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⑦ 以上で「学校給食申込書」の申請は完了です。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お問い合わせの際に「申込番号」を確認させていただくことがあります。 

・「申込番号」等の申請内容を照会する場合や、申請の修正・取り下げを行う場合は、申請履

歴の確認・申請の取り下げ（p.27）をご確認ください。 
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３ 申請履歴の確認・申請の取り下げ  

 

 

① ホーム画面から、下へスクロールし「マイページ」の「もっと見る」を選択してください。 
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② 「申請履歴一覧・検索」を選択してください。 
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③ 下記の画面から、下へスクロールし、対象の申請を選択してください。 
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④ 申請内容の照会画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請の取り下げを行う場合は、「この申請を取下げる」を選択してください。 

・申請の修正が必要な場合は、申請の取り下げ後、再度申請を行ってください。 

 ※手続きが完了している場合等、「この申請を取下げる」が表示されないことがあります。 

  その際は、勤務先の学校に連絡のうえ、再度申請を行ってください。 
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４ よくあるご質問  

（１）利用者登録について  

 

Q1 認証コードのメールが届かない。 

迷惑メールと判定されて、迷惑メールフォルダに格納されている可能性があります。迷惑メールフ

ォルダを確認してください。あるいは、入力されたメールアドレスが誤っている可能性があります。 

 

Q2 氏名や住所等に使用できない文字が含まれている場合、どうすればよいか。 

本システムは外字に対応しておりません。似た形の常用漢字やひらがな等で代用してください。

【入力例】→藤、→塚 

 

Q3 お知らせ・通知メールを「希望しない」と選択すると、受付完了のメールも送信されないか。 

「希望しない」を選択した場合でも、重要なお知らせや、受付完了メールは届きます。 

 

 

（２）利用者 ID（メールアドレス）・パスワードについて  

 

Q4 「利用者 ID」を忘れたため、ログインできない。 

利用者 ID はメールアドレスです。登録したメールアドレスを忘れた場合は、再度「利用者登録

（新規登録）」を行ってください。 

なお、一度登録済のメールアドレスを使って、利用者登録することはできません。利用者登録がで

きない場合は、学校教育課 保健給食係にお問い合わせいただくか、紙面での申請をご検討くださ

い。 

 

Q5 「パスワード」を忘れたため、ログインできない。 

ログイン画面から「パスワードを忘れた方はこちら」を選択し、利用者登録を行った「メールアド

レス」と「氏名」を入力してください。 

入力された登録済みのメールアドレス宛に、「認証コード」を記載したメールが送信されますの

で、パスワードの再設定の画面にて、認証コードと新しい任意のパスワードを入力し「変更する」を

選択してください。 
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Q6 「利用者 ID」や「パスワード」を変更したい。 

マイページの「利用者メニュー」>「利用者情報の照会・変更」から、利用者 ID を変更する場合は

「メールアドレスの変更」、パスワードを変更する場合は「パスワードの変更」を選択してくださ

い。 

 

Q7 氏名や住所等の「利用者情報」を変更したい。 

マイページの「利用者メニュー」>「利用者情報の照会・変更」>「照会・変更」から、「利用者

情報を変更する」を選択してください。 

 

 

 

（３）申請手続きについて  

 

Q8 申請が完了したことを確認することはできるか。 

申請画面において「申込番号」が表示された場合、申請が完了したことになります。また、申請完

了後は申請受付メールが送信されます。 

 

Q9 申請が完了した後に申請を取り下げることはできるか。 

マイページの「申請履歴一覧・検索」から、該当する申請を選択し、「この申請を取り下げる」を

選択してください。 

 

Q10 申請が完了した後に申請内容を修正することはできるか。 

申請内容の修正が必要な場合は、該当の申請を取り下げ、再申請してください。 

 ※申請の取り下げについては、Q9 の回答を参照してください。 

 


